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令和８年度

指定障がい福祉サービス事業者等
集団指導

共通編３（請求編）

大阪市福祉局障がい者施策部

それでは、令和８年度 指定障がい福祉サービスにおける事業

者等の集団指導、共通編３（請求編）を始めます。
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はじめに

請求編の目的は、
「請求エラーを減らし、返戻や過誤を防ぐこと」です。
請求エラーは、複数の事業所でサービスの提供が行われ

た時や、受給者証の内容に変更が生じた時などに起きやす
くなります。
内容をよく確認し、日頃からのサービス提供記録等の管

理を徹底して頂き、適切な請求をお願いします。

はじめに 請求編の目的は、「請求エラーを減らし、返戻や過
誤を防ぐ」ことです。
請求エラーは、複数の事業所でサービスの提供が行われた時や、
受給者証の内容に変更が生じた時などに起きやすくなります。

内容をよく確認し、日頃からのサービス提供記録などの管理を
徹底して頂き、適切な請求をお願いします。
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目次

１．よくある請求エラーについて

２．返戻・過誤申し立てについて

３．Oh！shien(インターネット情報公開支援サービス)について

４．参考資料等

請求編では、まず初めに、よくある請求エラーについてご説明し

ます。

次に、返戻と過誤申し立てについてご説明します。

続いて、審査結果などをインターネットで確認できる「オーシエ

ン」についてご案内します。

最後に、業務の確認などに活用いただける参考資料をご紹介しま

す。

それでは、よくある請求エラーについてご説明します。
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１．よくある請求エラーについて

①受給者番号の誤り

②市町村コードの誤り

③契約内容情報の不一致

④実績の重複

⑤支給量の超過

⑥利用者負担額の誤り

まずはじめに、請求で特に件数が多い6つのエラーを取り上げま
す。「受給者番号の誤り」、「市町村コードの誤り」、「契約
内容情報の不一致」、「実績の重複」、「支給量の超過」、
「利用者負担額の誤り」です。

いずれも、受給者証や契約内容、サービス提供記録の確認不足、
また事業所間の情報共有不足で起こりやすい項目です。順番に
注意点を確認します。
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１．よくある請求エラーについて

①受給者番号の誤り

⚫ 18歳に到達し、受給者番号が変更された受給者の請求に
おいて、18歳に到達前の受給者番号で請求しているケー
スが多く見受けられます。

➢ 受給者台帳に登録されていない番号での請求は「返戻」
となりますので、最新の受給者証を確認のうえ請求して
ください。

②市区町村コードの誤り
⚫ 利用者が他区へ転出している場合に、転出前の区の市町

村コードで請求しているケースが多く見受けられます。

➢ サービス提供月の月末時点にお住いの区の市町村コード
での請求となりますのでご注意ください。

チェック！

まず、受給者番号の誤りです。18歳に到達し、受給者番号が変

更された受給者の請求において、18歳到達前の受給者番号で請

求しているケースが多く見受けられます。

受給者台帳に登録されていない番号での請求は返戻となります

ので、最新の受給者証を確認してから請求してください。

次に、市区町村コードの誤りです。利用者が他区へ転出してい

る場合に、転出前の区の市町村コードで請求しているケースが

多く見受けられます。請求は「サービス提供月の月末時点にお

住いの区」の市町村コードで行う点に注意してください。
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１．よくある請求エラーについて

③契約情報の不一致

⚫ 請求明細書に入力されたサービスコードと支給決定内
容のサービスコードが相違していたり、支給決定期間
外の請求が多く見受けられます。

➢ サービス提供は、契約後、受給者証を確認してから
行ってください。支給決定期間外の請求は「返戻」と
なります。

※ 支給決定期間の終了が近づいている利用者には、早め
に更新申請を行うよう案内（勧奨）してください。

チェック！

３点目は契約情報の不一致です。請求明細書に入力されたサー

ビスコードと支給決定内容のサービスコードが相違していたり

、または支給決定期間外の請求が多く見受けられます。

サービス提供は契約後に、受給者証を確認したうえで行ってく

ださい。支給決定期間外の請求は返戻となります。

支給決定期間の終了が近づいている利用者には、早めに更新申

請を行うよう案内してください。
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１．よくある請求エラーについて

④実績の重複（請求時間帯の重複）

A事業所 B事業所

⚫ 早退や予定変更などの情報が請求データへ正しく反映されていないため、他のサービスと
提供時間が重複している請求が多く見受けられます。

➢ 実績入力の際は、サービス提供記録等を確認し、早退などによるサービス提供時間の変更
を反映する等、実態に沿った正確な実績で請求してください。

１日（月）
（A事業所）就労継続：9時～14時
（B事業所）居宅介護：13時～15時
【13時～14時の1時間重複エラー】

【注】
◆ 就労系サービスと居宅介護との提供時間の重複が近年増えています。

◆ 就労系サービスの在宅利用時間帯における必要な支援は、就労系サービス
事業者が提供するため、同一時間内に居宅介護事業者はサービスを提供す
ることができませんのでご注意ください。

4点目は、実績の重複のうち「時間帯の重複」です。早退や予定

変更などの情報が、請求データに正しく反映されていないため

、他のサービスと提供時間が重複している請求が多く見られま

す。

実績入力の際は、サービス提供記録などを確認し、サービス提

供時間の変更を反映するなど、実態に沿った正確な実績で請求

してください。 特に、就労系サービスと居宅介護の提供時間の

重複が近年増えています。

就労系サービスの在宅利用時間帯の支援は就労系サービス事業

者が提供するため、同一時間内に居宅介護事業者はサービスを

提供することはできませんのでご注意ください。
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１．よくある請求エラーについて

２日（火）
（A事業所）：就労継続支援：10時～12時
（B事業所）：就労継続支援：14時～16時
【1日重複エラー】

④実績の重複（請求日の重複）

A事業所 B事業所

⚫ 複数の事業所で同一サービスを利用しているケースで、同日に重複できないサービスが
重複している請求が多く見受けられます。

➢ 実績入力の際は、サービス提供記録等を確認し、日付誤りがないかなど、実態に沿った
正確な実績で請求してください。

【注】
◆ 上記のように、時間重複がなくても、同一日での報酬算定が

できないサービスの取り扱いには、十分にご注意ください。

続いて「請求日の重複」です。複数の事業所で同一サービスを

利用している場合に、同日に重複算定ができないサービスが重

複している請求が多く見受けられます。

実績入力の際は、サービス提供記録などを確認し、日付誤りが

ないかなどを確認し、実態に沿った正確な実績で請求してくだ

さい。また、時間重複がなくても、同一日での報酬算定ができ

ないサービスの取り扱いには、十分にご注意ください。
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１．よくある請求エラーについて

④実績の重複（欠席時対応加算の重複）

A事業所 B事業所

２日（火）
（A事業所）：欠席時対応加算申請
（B事業所）：他事業所でサービス利用
【欠席時対応加算エラー】

⚫ Ａ事業所で利用があったにも関わらず、Ｂ事業所で「欠席時対応加算」を算定している請求が多く見
受けられます。

➢ 欠席等の連絡を受ける時には、他事業所の利用予定を確認し適切な加算の請求をしてください。また、
単にサービス利用を欠席・中止しただけでは算定できません。連絡日時の記録や、電話等による状況
確認・相談援助の記録が必須です。

続いて、実績の重複のうち、「欠席時対応加算の重複」です。A

事業所で利用があったにもかかわらず、B事業所で欠席時対応加

算を算定している請求が多く見受けられます。

欠席の連絡を受けるときには、他事業所の利用予定を確認し、

適切な加算の請求をしてください。 また、単にサービス利用を

欠席・中止しただけでは算定できません。連絡を受けた日時の

記録や、電話等による状況確認・相談援助を行った記録などが

必須です。
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１．よくある請求エラーについて

⑤支給量の超過

⚫ 定められた「決定支給量」を超過し
ている請求が多く見受けられます。

➢ 受給者証の「支給（給付）決定内
容」で、各サービスの「決定支給
量」を確認してください。

※ 複数事業所で同一サービスを利用し
ている場合は、事前に事業所間で提
供量を確認・調整をしてください。

チェック！チェック！

５点目は支給量の超過です。定められた「決定支給量」を超過

している請求が多く見受けられます。請求前に、受給者証の支

給決定内容で、サービスごとの決定支給量を必ず確認してくだ

さい。

特に、複数事業所で同一サービスを利用している場合は、合算

で支給量を超えやすくなります。事前に事業所間で提供量を確

認・調整してください。
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１．よくある請求エラーについて

サービス提供量
A事業所：134時間
B事業所：55時間
C事業所：55時間
D事業所：26時間 合計270時間

決定支給量
合計242時間

２８時間
支給量オーバー
（エラー）

⑤支給量の超過

この例では、複数の事業所の提供量を合計すると270時間と

なり、決定支給量242時間を28時間超過しています。

各事業所では一見問題がないように見えても、合算すると超

過することがある点が重要です。月ごとの見込み時間の共有な

ど、支給量管理の徹底をお願いします。
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１．よくある請求エラーについて

⑥利用者負担額の誤り
（１か所の事業所を利用する場合）

⚫ 受給者証の更新に伴い、負担上限月額が変更されていたが、
変更前の上限月額で請求を行ったため、エラーになるケー
スが多く見受けられます。

➢ 「負担上限月額」を超えた分は利用者に請求できません。
最新の受給者証の「利用者負担に関する事項」で「負担上
限月額」を確認してください。

チェック！

６点目は、利用者負担額の誤りで、１か所の事業所を利用する

場合です。

受給者証の更新により負担上限月額が変更されているのにもか

かわらず、変更前の金額で請求を行ったため、エラーになるケ

ースが多く見受けられます。

負担上限月額を超えた分は利用者へ請求できませんので、最新

の受給者証の「利用者負担に関する事項」を確認し、負担上限

月額を確認のうえ、請求をしてください。
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１．よくある請求エラーについて

⑥利用者負担額の誤り（複数の事業所を利用する場合）

⚫ 利用者負担額の上限額管理が必要な場合で、「上限額管理結果票」の上限を超えて請求を行ったた
め、エラーになるケースが多く見受けられます。

➢ 上限額管理者と関係事業所で調整のうえ、「上限額管理結果票」に基づき請求を行ってください。

上限額管理の流れ

チェック！

続いて、利用者負担額の誤りで、複数の事業所を利用する場合

です。

利用者負担額の上限額管理が必要な場合で、「上限額管理結果

票」の上限を超えて請求を行ったためエラーになるケースが多

く見受けられます。

上限額管理の流れを改めて確認し、上限額管理者と関係事業所

で負担額を調整のうえ、「上限額管理結果票」に基づき請求を

行ってください。
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目次

１．よくある請求エラーについて

２．返戻・過誤申し立てについて

３．Oh！shien(インターネット情報公開支援サービス)について

４．参考資料等

ここまで、よくある請求エラーの代表例を確認しました。続い

て、返戻と過誤申し立てについて説明します。
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２．返戻・過誤申し立てについて

◆返戻とは

• 返戻とは、請求情報に誤りや不整合があり、審査で「エラー」となったため、支払いがさ
れずに事業所へ差し戻されることです。

• 返戻となった請求の給付費は支払われません。返戻された場合は、内容を修正して再請求
する必要があります。

※９月15日頃に返戻分を除いた金額が支払れます

返戻とは、請求情報に誤りや不整合があるため審査でエラーと
なり、支払いが行われず事業所に差し戻されることです。

返戻となった分の給付費は支払われませんので、内容を修正し、
再請求が必要になります。

例図にあるように、７月サービス提供分の給付費を８月に請求
したケースでは、提出した請求のうち、「返戻分を除いた金
額」だけが９月１５日頃に支払われることになります。
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２．返戻・過誤申し立てについて

◆過誤申し立てとは
• 過誤申し立てとは、支払が確定した請求情報に誤りがあった場合に、その実績を取り下げ

るための手続きであり、①同月過誤、②通常過誤があります。

①同月過誤
• 同月過誤とは、国保連合会で審査確定した実績の取下げと取下げた分の再請求（正しい金

額）を同月内に行うことです。
例：(1) 令和８年７月に大阪市へ過誤申立書を提出（事業所）

(2) 令和８年８月に国保連合会へ過誤申立データを送信（大阪市）
(3) 令和８年８月に再請求（事業所）

②通常過誤
• 通常過誤とは、国保連合会で審査確定した介護給付費・訓練等給付費等の取下げだけを行

うことです。
• なお、再請求がある場合は、取下げが確定した後（翌月以降）に、再請求を行います。

過誤申し立ては、いったん支払いが確定した請求に誤りがあっ

た場合に、その実績を取り下げるための手続きであり、「同月

過誤」と「通常過誤」があります。

同月過誤とは、国保連合会で審査確定した実績の取り下げと、

取り下げた分の再請求（正しい金額）を例のように同月内に行

うことです。

通常過誤は、国保連合会で審査確定した実績の取下げだけを行

うことです。なお、再請求が必要な場合は取下げ確定後、翌月

以降に行います。
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２．返戻・過誤申し立てについて

【過誤申し立ての提出方法】

・大阪市行政オンラインシステムで提出してください。

・各月の提出期間は１日（０時）から月末（２３時３０分）までです。

・同月過誤の場合は、再請求は必ず翌月に行ってください。

・過誤の申し立ては、請求時の「市町村番号」を記載してください。

 

※ 返戻となった請求情報は、過誤申し立ては不要ですので、翌月以降に
正しい内容で請求してください。 

過誤申し立ての詳細については、以下のURLよりご確認ください。
https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000460114.html

過誤申し立ては、大阪市行政オンラインシステムから提出して

ください。提出期間は毎月1日の0時から月末の23時30分までで

す。

同月過誤の場合は、再請求は必ず翌月に行ってください。

過誤申し立ては請求時点の市町村番号を記載してください。

過誤申し立ての詳細はスライドに記載のURLで確認してくださ

い。

なお、返戻となった請求は、過誤申し立ては不要ですので、内

容を修正して翌月以降に再請求してください。
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目次

１．よくある請求エラーについて

２．返戻・過誤申し立てについて

３．Oh！shien(インターネット情報公開支援サービス)について

４．参考資料等

ここまで、返戻と過誤申し立てについて確認しました。続いて、

オーシエン（インターネット情報公開支援サービス）について

説明します。
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• 「Ｏｈ！Ｓｈｉｅｎ」（オーシエン）とは、大阪府国民健康保険団体連合
会（大阪府国保連）が提供する事業所向けのインターネットサービスで、
大阪府国保連へ提出した請求情報の審査結果や各種通知情報を、インター
ネット上で確認することができます。

• 「Ｏｈ！Ｓｈｉｅｎ」を利用することで、自治体からの通知を待たずに、
返戻や警告の内容を確認することができます。また、差し替え期間中であ
れば請求内容の差し替えを行うことができるため、エラー等が原因で当月
請求分の支払が遅れるのを防ぐことができます。

• 「Ｏｈ！Ｓｈｉｅｎ」は無料で導入することができます。

３．Ｏｈ！Ｓｈｉｅｎ（インターネット情報公開支援サービス）について

「オーシエン」とは、大阪府国民健康保険団体連合会（大阪府
国保連）が提供する事業所向けのインターネットサービスで、
大阪府国保連へ提出した請求情報の審査結果や各種通知情報を、
インターネット上で確認することができます。

「オーシエン」を利用することで、自治体からの通知を待たず
に、返戻や警告の内容を確認することができます。また、差し
替え期間中であれば請求内容の差し替えを行うことができるた
め、エラー等が原因で当月請求分の支払が遅れるのを防ぐこと
ができます。

「オーシエン」は無料で導入することができます。
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• これまで大阪市では、修正期間中に「請求情報」と「台帳情報」の相違に
よる「台帳エラー」の内容について電話で連絡を行っていましたが、お問
い合わせ及び苦情通報に係る電話回線を確保するために、今後は大阪市か
らの電話連絡を実施しないようになります。つきましては、本サービスの
導入を積極的にご検討ください。

※二次審査における「重複エラー」については引き続き大阪市から確認します。

３．Ｏｈ！Ｓｈｉｅｎ（インターネット情報公開支援サービス）について

Ｏｈ！Ｓｈｉｅｎの詳しい機能や導入方法については、以下のURLよりご確認ください。
 https://www.osaka-shien.jp/ohshien/HELP/OhShienManual_init.pdf#zoom=100,0,0

【Ｏｈ！Ｓｈｉｅｎに関する問い合わせ窓口】
大阪府国民健康保険団体連合会介護保険課（障がい担当）
電話０６－６９４９－５４３６

これまで大阪市では、修正期間中に「請求情報」と「台帳情
報」の相違による「台帳エラー」の内容について電話で連絡を
行っていましたが、お問い合わせ及び苦情通報に係る電話回線
を確保するために、今後は大阪市からの電話連絡を実施しない
ようになります。つきましては、本サービスの導入を積極的に
ご検討ください。

なお、２次審査における「重複エラー」については、引き続き
大阪市から確認します。「オーシエン」の詳しい機能や導入方
法については、資料内のURLより確認できます。なお、「オー
シエン」に関する問い合わせ窓口は、大阪府国民健康保険団体
連合会 介護保険課 （障がい担当）となります。
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目次

１．よくある請求エラーについて

２．返戻・過誤申し立てについて

３．Oh！shien(インターネット情報公開支援サービス)について

４．参考資料等

最後に、請求事務の確認に活用できる参考資料などをご紹介し

ます。
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４．参考資料等

■ 国民健康保険中央会

請求事務ハンドブック（国民健康保険中央会HP）

電子請求受付システム、簡易入力システムについて

障害者総合支援電子請求ヘルプデスク TEL 0570-059-403

■ 大阪府国民健康保険団体連合会

障がい福祉サービス費等請求にかかるエラーコード対応マニュアル（大阪府国民健康保険団体HP）

■ 厚生労働省

令和８年度障害福祉サービス等報酬改定について（厚労省HP）

報酬算定構造・サービスコード表等（厚労省HP）

■ 大阪市

請求等関係書類（介護給付費及び訓練等給付費の請求について）（大阪市HP）

参考資料として、国民健康保険中央会の「請求事務ハンドブッ

ク」や、電子請求関連システム、簡易入力システムの操作や送

信に関する不明点は、「障害者総合支援電子請求ヘルプデスク

」をご活用ください。

また、大阪府国保連のエラーコード対応マニュアルは、返戻内

容の確認や修正時に非常に有用です。さらに、厚生労働省の報

酬改定資料、報酬算定構造やサービスコード表も、算定誤り防

止の基本資料となります。大阪市ホームページの請求関係書類

とあわせて、必要に応じて参照してください。
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https://www.kokuho.or.jp/supporter/disability/lib/240531_5213_syougai.pdf
https://www.osakakokuhoren.jp/upload/index_sj/sonota/ErrcodeManual0711.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202214_00013.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000174644_00022.html
https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000006933.html
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共通編３（請求編）は以上です。

次は、共通編４を受講してください。

お疲れ様でした。共通編３（請求編）は以上です。

次は、共通編４を受講してください。

また、全ての研修を受講した後は、行政オンラインシステムか
ら受講報告をお願いします。
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